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【評】将来の希望があふれる青春時代を描いた作品は高校生で
ないと描けないでしょう。明るく光輝く未来へ向かおうとす
る姿、このようでありたい姿と肩を組む二人。穏やかな色彩
と奥行きのある画面に高校生らしい心情が見事に描かれた人
物描写が素晴らしい。

平成28年度人権啓発ポス
ターコンクールには、県内
の小学校、中学校、高等学
校及び特別支援学校の児
童、生徒から合計1,174点
の応募がありました。

同和問題に関する偏見や差別をなくそう
「部落差別の解消の推進に関する法律」（平成28年法律第109号）が平成28年12月16日から施行されました。

　10月16日㈰大田市の大田市民会館で開催しました。28
団体の出展があり、ワークショップや啓発パネルの展示など
を行いました。ステージでは、大田小学校ファンファーレバン
ドにオープニングを飾っていただき、一日人権擁護委員の委
嘱式や、土江子ども神楽団による「八岐大蛇」の披露、六子さ
ん、奈都子さんのミニライブとフィナーレでは大田市の合唱
グループ・サウンド・コラージュによる合唱など地元の方々
にも多数ご出演いただきました。また、大田高校JRC部のみ
なさんには、ボランティアとして協力していただきました。
　同時開催の「人権・同和問題を考える県民のつどい」では
子どもの学び館代表取締役福永宅司さんによる「自他を大
切にする心～みんなで育てよう！自尊感情を～」をテーマに
講演と「15才学校Ⅳ」と題して一人芝居が行われました。
　講演を聴かれたみなさんからは、「地域で子どもを育てる
大切さを改めて学んだ」「子ども、孫、家族へのあたたかい言
葉掛けを心がける」「自尊感情の大切さについて学ぶことが
できた」などの感想をたくさんいただきました。
　当日は約750名の方にご来場いただき、身近な人権問題
について、気づき・学び・考える場となりました。

［オープニング］
大田小学校ファンファーレバンド

１日人権擁護委員の
みなさんと
人権イメージキャラクター
人KENまもる君と
人KENあゆみちゃん

島根県観光キャラクター「しまねっこ」
島観連許諾4208号

［フィナーレ］　
「大田市のイメージソング」披露
＆フィナーレライブ

福永宅司さん
講演と「一人芝居」

ハンセン病問題啓発コーナー

土江子ども神楽団
八岐大蛇披露

しまね人権フェスティバル2016
平成28年度人権・同和問題を考える県民のつどい同時開催

開催
報告

～アイヌの方々からの様々な
　　　　　　  ご相談をお受けします～
■受付：月曜日～金曜日　（※祝日、12/29-1/3を除く）
■時間：午前 9時～午後 5時
●相談無料　●匿名可　●秘密厳守

相談専用電話 0120-771-208

平成29年度は安来市で開催します
●開催日／平成29年10月15日㈰　●会　場／安来市総合文化ホール  アルテピア
お知らせ

〒690-8501 松江市殿町1 （県庁南庁舎1F）

TEL 0852-22-6051／FAX 0852-22-9674

島根県人権啓発推進センター

●詳しい内容はセンターホーム
　ページをご覧ください。島根県  人権 検索

〒697-0041 浜田市片庭町254 （県浜田合同庁舎1F）

TEL 0855-29-5503／FAX 0855-29-5531

島根県西部人権啓発推進センター

島根県人権啓発推進センターでは、人権に関する研修会などの支援、暮らしの中で起きる様々な
人権問題の相談に応じています。どなたでも自由にご利用いただけます。

インターネット上の
心ない　書き込みで
傷ついている　人がいます

書き込む前に、書かれる相手の気持ちを考えましょう。

0570-003-110
ゼロゼロみんなのひゃくとおばん

研修会等の支援
● 啓発資料（図書、ビデオ、DVD、パネル）の貸出
● 研修室（松江のみ）の利用　　　● 研修講師の派遣

人権に関する相談
● 人権に関する相談に応じ、相談内容によって専門の相談機関を紹介
するなど、問題の解決に向けた支援を行います。 ※秘密は厳守します。

松江　TEL 0852-22-7701
浜田　TEL 0855-29-5530

相談専用ダイヤル

島根県人権啓発推進センターをご利用ください
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◆最寄りの法務局につながります ◆（公財）人権啓発推進センターにつながります


